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７号機タービン建屋における火災について

柏崎刈羽原子力発電所７号機タービン建屋1階大物搬入
口（管理区域）での火災発生にかかる原因および再発防止
対策について （添付１）

柏崎刈羽原子力発電所７号機タービン建屋における火災
の影響を受けた可能性のある機器の性能等への影響の有無
及び健全性について（添付２）
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柏崎刈羽原子力発電所７号機タービン建屋 1 階大物搬入口（管理区域）での火災発生にかかる原因および再発防止対策について 
平成 20 年 12 月 19 日 
東 京 電 力 株 式 会 社 

１．事象発生日時 

平成２０年１１月２２日 ２１時４９分頃（火災報知器発報） 

 

２．事象発生場所 

７号機タービン建屋 1 階大物搬入口付近（管理区域） 

 

３．事象発生概要 

平成２０年１１月２２日２１時１０分

頃より、タービン建屋 1 階大物搬入口（管

理区域）付近で洗浄液を入れた洗浄機を

使用して低圧タービン（Ａ）ロータの洗

浄作業を行っていたところ、２１時４５

分頃、洗浄液に引火し火災が発生した。 

現場作業員が直ちに消火器等を用いて

初期消火を行い消火した。また、火災発

生の連絡を受けた当直長が消防署へ通報

した。その後、２３時３５分消防により

鎮火が確認された。 

初期消火活動の際に、作業員１名が右

手に軽度の火傷を負ったため、救急車で

病院に搬送し手当を受けた。 

本事象による外部への放射能の影響は 

確認されなかった。 

 

 

 

 

４．推定原因 

火災が発生した原因は、危険物（洗浄液）の取扱に対する認識不足により、防爆構造機器ではなくシー

ル性能が完全ではない洗浄機をビニール養生して使用し、危険物（洗浄液）を噴射してタービンロータを

洗浄したため、当該洗浄機の電源を投入した際にモータ付近から発生した火花が洗浄機のビニール養生内

にたまった洗浄液に引火し、発火したものと推定される。 

作業の計画・管理に関わる調査の結果、協力企業は当該洗浄液の危険性が高いという認識が薄く「工事

共通仕様書」で定める事項を遵守しなかったことや当該洗浄作業が危険作業であることの認識が不足して

いたことから、実際の現場で安全管理を実施することができなかった。また、当社は危険物取扱に対する

リスクの認識が甘く事前確認が不足していただけでなく、洗浄方法の変更の情報を受けた際、３Ｈ（初め

て、変更、久しぶり）としての管理が必要と感じなかった。さらに、元請経験が十分な協力企業が下請に

加わっていたため、当社は協力企業の安全管理体制の評価を実施しておらず安全管理体制が適切であるこ

との確認を実施していなかったことから、火災が発生し得る危険な状態で作業が行われることを防止でき

なかったことが分かった。 

 

５．対策 

  （安全管理体制評価プロセス） 

・元請となる協力企業に対し、当社が工事施行時の安全管理ができる体制となっているかどうかを確実に

評価する。 

（施行要領書） 

・危険物を取り扱う場合には、使用目的・種別・使用方法を工事施行要領書に記載し、確認する。 

（ルールの再徹底） 

・防火管理者が当社の監理員に対して防火教育を実施するとともに、協力企業における防火教育実施状況

を定期的に確認し、必要に応じて改善を指示することを通じて工事共通仕様書などの遵守を徹底する。 

（ルールの改善） 

・危険物第四類特殊引火物、第一石油類、アルコール類および第二石油類のポンプを用いた噴霧・噴射の

禁止（塗装作業を除く）をルール化する。  

・多量（消防法に定める指定数量の５分の１以上）の危険物を取り扱う際には、危険物の使用目的・種別・

使用方法・使用量・場所および３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業に該当するかを協力企業から当社

へ事前申請することをルール化し、多量の危険物を取扱う３Ｈ作業であればすべて安全事前評価を実施

する。 

（現場管理の改善） 

・防護指示書に危険物の種別・量を記載、ＴＢＭ－ＫＹ（作業前に行う危険予知活動）で危険物予知の確

実な実施をはかるなど現場管理を改善する。 

 

また、危険物取扱作業以外の安全管理・品質管理全般に関わる３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業につ

いても、当社として確実に把握しリスク管理できるような仕組みの構築を検討していくこととする。 

以  上 
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添付１ 



要因分析図

(問題点)

　
火災発生
・低圧タービン
ロータ洗浄作
業中、洗浄液
に引火

協力企業は、実際の現
場で安全管理を実施す
ることができなかった

当社は、危険な状態
に至らせないような作
業の計画・管理の確
認ができていなかった

協力企業は、当該洗
浄作業において、危
険物取扱に対するＴＢ
Ｍ－ＫＹを行わなかっ
た

協力企業は、洗浄方
法を変更した際、事前
検討会を行わなかっ
た

協力企業は、危険物
第四類第一石油類の
洗浄液を噴射した

協力企業は、工事共
通仕様書の要求事項
（防爆型の電気機械
器具を使用／火気厳
禁危険物使用チェック
シートの使用）を遵守
しなかった

協力企業において、危険作
業としての認識が不足してい
た（危険物としては認識して
いたが、火気もなく、密閉空
間でなかったので、危険と
思っていない）
（＊１）

協力企業は、日常的
に使用する洗浄剤な
ので、危険性が高い
という認識が薄かった

防護指示書に記載し
てある安全指示事項
の内容（危険物取扱
作業）の記載が不十
分だった

協力企業は、大量の
危険物を使用した

当社は、仮置に関する
ルールは定めていたが、
使用量を管理するルール
は定めていなかった

人身災害が多かった
ことから、高所、はさ
まれ等の人身安全に
意識が傾注してしまっ
た

当社は、危険物に対
する事前確認が不足
していた

工事施行要領書
の変更までする
必要がないと判
断した

当社は、洗浄方法の
変更の情報を受けた
際、３Ｈとしての管理
が必要と感じなかった

協力企業は、工事施
行要領書の変更も伴
わない軽微な変更と
考え、口頭で伝達した

（＊３）

当社の作業主管Ｇに
は、大量の危険物を
使うことが、協力企業
から伝達されなかった

２

２

１

ＴＢＭ－ＫＹに災害防
止責任者（元請）が参
加していなかった

工事施行要領書に危
険物を取り扱うことが
記載されていなかった

（＊１）

3c

3b

3d

3e

3a

災害防止責任者は、洗
浄作業だったことから、
安全管理は下請に任せ
ておいても良いと思って
いた

当社は、安全管理の体制（安
全管理に対する元請と下請
の責任分担など）が適切であ
ることの確認を実施していな
かった

当社は、元請経験が
十分な協力企業が加
わっていることで安心
していた

元請体制の違いに応
じた安全管理体制の
評価は実施していな
かった

当該洗浄剤を使用す
る作業に慣れがあっ
た

当該洗浄作業につい
て、災害防止責任者は
安全管理を行うことに対
して注意を払わなかった

協力企業は、”
ローター洗浄”す
るという観点で、
変更はないと判断
した（施行要領書
には「ロータ洗浄」
としか記載してい
なかった）（＊２）

工事施行要
領書に記載
すべき事項
が明確になっ
ていなかった

当社は、工事施
行要領書に記
載すべき危険物
に関する事項を
明確化していな
かった（＊３）

当該レベルの洗浄で
はチェックシート等の
使用は必要ないと考
えた

1

２

3e

3a

（＊２）

3d

(対策案)

当社が行う工事施行要領書に対する要求事項の改善
・危険物に対する要求事項の明確化の観点から、危険物
を取扱う場合は、使用目的・種別・使用方法を記載させ、
確認することができるプロセスに見直す。

当社が行う元請の安全管理体制に関する評価の強化
・海外メーカーや初めて元請となる協力企業に対して、当
社は工事施行時の安全管理ができる体制になっている
か確実に評価することができるプロセスに見直す。

２

１

防火教育の徹底
・ 防火管理者が当社工事監理員に対して防火教育を実施
する。
・ 防火管理者による協力企業における防火教育実施状況の
定期的確認と、必要に応じて改善を指示する。

・ 協力企業は、防火対策への取り組みを定期的に確認し継
続的に改善する。
・ 作業員への防火教育を実施し、当社へ報告する。

当社が行うルールの改善
・多量（指定数量の１/5以上）の危険物取扱に先立ち、危険
物の使用目的・種別・使用方法・使用量・場所および危険物
を取扱う３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業に該当するかど
うかを事前申請することをルール化する。
・多量（指定数量の1/5以上）の危険物を取扱う３Ｈ（初め
て、変更、久しぶり）作業については、すべて安全事前評価
を実施する。

協力企業による安全管理の徹底
・ 安全管理に一義的責任を有する協力企業は自らの責任を
再認識し、危険物取扱作業に対して、工事施行要領書の
チェックなど安全管理を再徹底する。
・ 構内協力企業の災害防止責任者に防火管理講習を速や
かに受講させる。（半年以内）

協力企業による現場管理の改善
・ 危険物の取扱にあたって防護指示書に種別・使用量（指定
数量の1/5以上・未満）を記載する。
・危険物作業時のＴＢＭ－ＫＹにおける危険物予知の確実な
実施を再徹底する。

当社が行うルールの改善
・ポンプを用いた危険物第四類特殊引火物、第一石油類、
アルコール類および第二石油類の噴霧・噴射の禁止（塗装
作業を除く）をルール化する。

協力企業によるルールの遵守
・危険物を取扱う場合は「火気厳禁危険物使用チェックシー
ト」を使用するなど、工事共通仕様書等に定める事項の遵守
を再徹底する。
・防爆構造機器使用判断フローに基づき、必要な場合は防
爆構造機器の使用を再徹底する。

当社が行う防火対策の徹底
・ 防火管理者が当社・協力企業の防火業務の取り組み状況
を定期的に確認するとともに、必要に応じて改善を実施また
は指示する。

3c

3b

3d

3e

3a

【１】安全管理体制の改善にかかる対策

【２】工事施行要領書に対する要求事項の改善にかかる対策

【３】教育およびルールの改善にかかる対策



 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 
タービン建屋における火災の影響を受けた可能性のある機器の性能等への影響の有無及び健全性について 

平成 2 0 年 1 2 月 1 9 日 
東 京 電 力 株 式 会 社 

１．はじめに 

平成２０年１１月２２日、７号機タービン建屋１階大物搬入口（管理区域）付近で行われた低圧タービン（Ａ）

ロータの洗浄作業において火災が発生した。それに伴い原子力安全・保安院より、平成２０年１１月２８日付

文書（平成 20・11・27 原院第 16 号）にて火災の影響を受けた可能性のある機器についての性能等への影響の

有無及び健全性の確認を行い、報告を行うことが求められていることから、その結果について取りまとめたも

のである。 

 

２．火災の影響を受けた可能性のある機器の抽出の考え方 

火災発生エリア（タービン建屋１階大物搬入

口付近）において、火災の影響を受けた可能性

のある機器について、健全性確認対象機器の抽

出フロー(右図参照)に基づき対象機器を抽出

した。その結果、抽出された機器は、下記の設

備であった。（別紙－１参照） 

消火栓および避難誘導灯／タービン建屋

床面／低圧タービン（Ａ）／エリア放射線

モニタ 

 

３．火災の影響を受けた可能性のある機器の健 

  全性確認 

  上記２．火災の影響を受けた可能性のある

機器の抽出の考え方に基づき抽出された対象

機器について、性能等への影響の有無の評価

を実施し、健全性の確認を実施した。健全性

確認対象機器の性能への影響の有無及び健全

性確認方法及び確認結果を右表に纏める。 

 

(1) 消火栓および避難誘導灯の健全性確認 

当該消火栓の外観目視点検、警報機能及び  

放水機能の確認を行い、当該消火栓の機能が健

全であることは確認されている。また、避難誘

導灯についても内部の蛍光灯の球切れがないことを確認した。なお、熱により変形した消火栓の表示灯及び避

難誘導灯のカバーについては新品に交換をした。以上から、消火栓および避難誘導灯の性能等への影響は無く

健全であると評価した。 

(2) 床面の健全性確認 

   １次調査（外観目視点検）・２次調査（反発硬度試験／圧縮強度試験／中性化深さ測定）を実施した結果、 

床に対する仕上げの補修は要するが、躯体の補修は必要なく性能等への影響は無く健全であると評価した。 

 

(3) 低圧タービン（Ａ）の健全性確認 

構造・強度について外観目視点検、金属表面のレプリカ採取による金属組織観察、硬度測定、磁粉探傷試

験を実施した結果、各項目いずれも異常が認めらなかったことより、性能等への影響は無く健全であると評

価した。なお、念のために「振れ計測」を実施し、ロータのたわみ量を確認した結果、判定基準値を満足す

ることを確認した。 

 (4)エリア放射線モニターの健全性確認 

外観目視点検（検出器の設置状況、現場ユニット、ケーブル）、検出器の線源校正試験、模擬信号によるル 

ープ校正試験を実施した結果、外観に異常はなく、校正試験の結果も判定基準を満足しており、調整の必要 

は無かったことから、エリア放射線モニタの性能等への影響は無く健全であると評価した。 

 

 

４．まとめ 

上記３．火災の影響を受けた可能性のある機器の健全性確認結果から、７号機タービン建屋において発生 

した火災による影響は、交換や補修可能な消火栓等の表示灯や床塗装の一部に限られ、低圧タービン（Ａ） 

ロータを含めタービン建屋内の機器の性能等への影響は無く、健全性は確保されていると評価する。 

 

５．別紙 

別紙－１：「火災により影響を受けた可能性のある機器」（現場写真） 

別紙―２：「柏崎刈羽原子力発電所 ７号機 タービン建屋における火災の影響を受けた可能性のある機器の

性能等への影響の有無及び健全性について」   

以上 

添付２ 

タービン建屋 

火災の影響を受けた 
エリアか？※ 

Nｏ 

Ｙes 

本設の設備か？ 
No 

Ｙes 

火災の影響を受けたエリア

にある機器のリスト化 

仮設設備を使用

前に確認する 

機器の目視点検により、 
健全性確認の要否を判断 
要：YES、不要：ＮＯ 

No 

Ｙes 

対象外 健全性確認対象 

※：目視で煤の付着状況等

を確認し、火災による

影響の有無を確認 

図：健全性確認対象機器抽出フロー 

表：健全性確認整理表 

※１．性能等への影響有無の確認要否 要：○ 否：× 
※２．今回の火災の影響を評価するものでなく、念のため実施するもの。 

 

性能等への影響有無の確認方法及び確認結果 

性能 構造・強度 対象機器 

目視によ

る健全性

確認要否

判定結果 ※１ 確認方法 確認結果 ※１ 確認方法 確認結果 
警報機能（ブザー） 異常なし 

消火栓 要 ○ 
放水機能 異常なし 

○ 外観目視 表示灯について熱変形

有り。（交換を実施済み） 

避難誘導灯 要 × － ○ 外観目視 カバーについて熱変形

有り。（交換を実施済み） 

外観目視 異常なし 
圧縮強度試験 異常なし 床面 要 ○ 中性化深さ測定 異常なし ○ 
反発硬度試験 異常なし 
外観目視 異常なし 
レプリカ採取・観察 異常なし 
硬度測定 異常なし 
磁粉探傷試験 異常なし 

低圧タービン

(A) 要 × － ○ 

振れ計測※２ 異常なし 

線源校正 異常なし エリア放射線 
モニタ 要 ○ 

ループ校正 異常なし 
○ 外観目視 異常なし 



 

火災により影響を受けた可能性のある機器 

低圧タービン（Ａ） 

避難誘導灯のカバー変形 

エリア放射線モニタ 

床 

消火栓の表示灯変形 

７号機タービン建屋 

柏崎刈羽原子力発電所 

 

 

復水器 
（Ｃ） 

タービン大物 
搬入口 

復水器 
（B） 

復水器 
（Ａ） 

 

火災発生場所 

７号機タービン建屋１階 Ｐ．Ｎ

  ：影響を受けた可能性があるエリア 

７号機タービン建屋大物搬入口 

別紙－１ 



柏崎刈羽原子力発電所　７号機

タービン建屋における火災の影響を受けた
可能性のある機器の性能等への影響の有無

及び健全性について

別紙－２

平成２０年１２月１９日
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１．健全性確認の対象設備

タービン建屋にて発生した火災の影響を確認するため，健全性確
認評価確認フローに従い確認対象機器を抽出した結果，以下の
機器が抽出された。

（１）消火栓及び避難誘導灯

（２）床面

（３）低圧タービン（Ａ）

（４）エリア放射線モニタ
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２．健全性確認（１／ １１ ）

（１）消火栓及び非難誘導灯について

• 消火栓

– 表示灯の変形が確認されたが交換済み。

– 消火栓の外観目視点検、警報機能及び放水機能の確認
を行い、当該消火栓の機能が健全であることを確認。

• 避難誘導灯

– カバー部の変形が確認されたが交換済み。

– 避難誘導灯内部の蛍光灯の球切れがないことを確認し、
当該避難誘導灯の機能が健全であることを確認。
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（２）床面について

２．健全性確認（２／ １１ ）

　

• １次調査（外観目視検査）

– コンクリートの変色，ひび割れ，剥離・剥落等の確認を行い、床面塗装部（エポ
キシ樹脂塗装）にひび割れや剥離を確認。

– 床のエポキシ樹脂塗装は、ひび割れ・剥離については確認されたが塗膜の溶
解・焼失は確認されていないことから受熱温度は300℃以下と推定。

• ２次調査（非破壊試験等）

– 反発硬度試験を実施し、火害部と健全部において表面硬度に差がないことを
確認。

– 圧縮強度試験を実施し、火害部の強度は、設計基準強度以上であることを確
認。

– 中性化深さの測定を実施し、中性化を生じていない事を確認。

• 総合評価

– １次と２次調査の結果から、床に対する仕上げの補修は要するが、コンクリー
ト躯体の補修は必要なく、性能等への影響は無く健全である。

調査方法については、「原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説：日本建築学会」
及び「建物の火害診断及び補修・補強方法：日本建築学会」に準拠し、下記の項目を実施した。
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（３）低圧タービン（Ａ）について

２．健全性確認（３／ １１ ）

　点検・調査について下記の項目を実施した。

ススの付着状況，ススの成分分析等ススの付着状況確認

熱による金属表面の組織変態の有無レプリカ採取・観察

熱による有意な変形の有無等外観目視

熱によるたわみの発生の有無ロータ振れ計測

熱による欠陥発生の有無磁粉探傷検査

熱による硬度変化の有無硬度測定

実施内容点検・調査項目
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２．健全性確認（４／ １１ ）

（３）低圧タービン（Ａ）について

（３）－１．ススの付着状況確認（１／２）

　タービンロータ（Ａ）の広い範囲にススの付着が確認されたことから，ススの付着状況に
より，タービン全体をＬｖ１～３に分類した。各健全性確認は，Ｌｖ１とＬｖ３の部位の比較を
基本として評価する。

火炎が発生し
た箇所　　→

Ｌｖ１　ススの付着していない部位

Ｌｖ２　ススは付着しているが，ウエス等で
　　　　除去可能な部位

Ｌｖ３　ススが付着しているがサンドぺーぺ
　　　　等で除去可能な部位

低圧タービン火災影響マップ

GE Side
TE Side

表側

裏側
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２．健全性確認（５／ １１ ）

（３）低圧タービン（Ａ）について

（３）－１．ススの付着状況確認（２／２）
　タービンに付着していたススの成分をＥＤＳ分析した結果，消火剤に含まれるリン（Ｐ）及び
硫黄（Ｓ）が確認された（ススのサンプル採取後，ブラスト処理にて除去を実施）。

　これらの物質が狭隘部に残存すると，金属腐食が発生する可能性があるため，スチーム
による洗浄を実施後，ｐＨ測定にて中性である事を確認した。また。洗浄水（ドレン）の化学
成分分析を行った結果，十分洗浄され，消火剤の影響は無い事を確認した。　（リン：検出
限界未満　　硫黄：０．２ｐｐｍ（許容値１００ｐｐｍ））

EDS分析結果（硫黄が確認された例） 狭隘部のスチーム洗浄状況

本分析結果は，洗浄前
のススを分析したもの
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２．健全性確認（６／ １１ ）

（３）低圧タービン（Ａ）について

（３）－２．外観目視
　火災の熱による有意な変形等の発生有無を確認するため，タービンロータ（Ａ）の各部
位について外観目視検査を実施し，いずれの部位についても有意な変形等は発生して
いない事を確認した。

　また，タービンロータの構成部品のうち，最も熱による影響を受けやすいタイワイヤ部
のロウ付け部についても，異常は確認されず，火災の影響の無い事を確認した。

タイワイヤ　ロウ付け部拡大

ロウ付け部（左図赤矢印）

温度管理値：６００℃～７００℃
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２．健全性確認（７／ １１ ）

（３）低圧タービン（Ａ）について

（３）－３．レプリカ採取・観察
　火災の熱による金属組織の変態の有無を確認するため，レプリカ法による金属組織の
採取及び観察を実施した。

　その結果，最も高温にさらされたと考えられるＬｖ３の部位（動翼有効部）においても，Ｌｖ
１の部位と同様，一般的なマルテンサイトの様相を呈しており，高温状態になった際に生
じるオーステナイトは析出していなかった事から，熱による影響は無いことを確認した（ター
ビン動翼材料（１２Ｃｒ鋼）は加熱時，約８１０℃でオーステナイトが析出し始める）。

Ｌｖ３　動翼部金属組織（レプリカ） Ｌｖ１　動翼部金属組織（レプリカ）

100μm100μm
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２．健全性確認（８／ １１ ）

（３）低圧タービン（Ａ）について

（３）－４．硬度測定
　火災の熱による硬度変化の有無を確認するため，タービン主要部位に対し，硬度測定
を実施した結果，各部位の硬さが製造時の基準値内であること，及び，Ｌｖ１とＬｖ３の部
位で有意な差が認められない事を確認した。

Cr-Mo-V12Cr鋼12Cr鋼3.5Ni-1.75Cr-Mo-V鋼材　料

ピン※※シュラウド※翼先端部※翼中間部※翼植込部※※円板※※ロータ※※部　位

345233250232248234236１４段

355219239242256242241１４段

発電機側

（火災源）

Ｌｖ３部位
349なし263261232242239１６段

タービン側

Ｌｖ１部位

基　準　値

246

238

235

222~264

225

229

235

230

224

236

364なし238234１６段

なし231248236１０段

なし234252238１０段

321~381187~241223~269（但し10段は269未満）

タービン主要部位の硬度測定結果（任意３点の平均値） ＨＢ（ブリネル）

※UCI式：予め振動させた圧子が，素材と接触することで振動が変化するため，その変化量から硬さを算出する方法

※※Leeb法：圧子の打撃速度と反発速度の比から硬さを算出する方法
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２．健全性確認（９／ １１ ）

（３）低圧タービン（Ａ）について

（３）－５．磁粉探傷検査
　火災の熱による欠陥発生の有無を確認するため，磁粉探傷検査を実施した結果，欠陥
は確認されなかった（検査は，最も熱の影響を受けていると思われる，Ｌｖ３の部位につい
て実施）。

磁粉探傷検査実施状況

磁粉探傷検査概要

・検査対象

　Ｌｖ３動翼全数，ロータ／円板Ｌｖ３部位全域

・検査判定

　無欠陥であること
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２．健全性確認（１０／ １１ ）

（３）低圧タービン（Ａ）について

（３）－６．ロータ振れ計測
　火災の熱によるロータのたわみ発生有無を確認するため，ロータの振れ計測を実施し
た結果，有意なたわみの発生は確認されず，計測値は全て判定基準値内であることを確
認した。

０．１０１以内０．０３（　ｃ　）タービン側

触れ幅計測値が最大
となる部位

０．１０１以内０．０２（　Ｊ　）発電機側（火災源）

備考判定基準（ｍｍ）

（計測部位により異なる）

最大振れ幅

（ｍｍ）

最大振れ幅の例と判定基準
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２．健全性確認（１１／１１）

（４）エリア放射線モニタについて

①構造・強度確認
　外観目視点検を実施し異常がなことを確認。　　

②性能確認
　「検出器の線源校正試験」「ループ校正試験」を実
施し、判定基準を満足していることを確認。

　以上のことから、エリアモニタの性能等への影響は
なく健全であると評価。

　覆っていた養生シートが溶けており、火災の熱による
影響が懸念されることから、エリア放射線モニタの性能
等への影響の有無を確認した。
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３．総合評価

　火災の影響を受けた可能性のある機器の健全性確認結果から，
７号機タービン建屋において発生した火災の影響は，交換や補修
の可能な消火栓，及び床塗装の一部等に限られ，低圧タービンロー
タ（Ａ）を含むタービン建屋内の機器の性能等への影響は無く，健
全性は確保されていると評価した。
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　参考：低圧タービン翼のＡＰＩ（石油協会）規格による確認

　現状実施済の各評価により，蒸気タービン動翼の健全性は確保
されていると考られるが，参考として，最も熱の影響を受けやすい
ロウ付け部が溶けない最高温度（約６００℃）まで、保守的に動翼
が加熱された場合を想定し，米国ＡＰＩ（石油協会）規格※を照らし
合わせて確認した。

　その結果，火災の影響は無いと判断された。

　※【API 579-1/ASME FFS-1 2007：番号】（PART 11-Assessment Of Fire Damage）
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１ 

１．件名 

  柏崎刈羽原子力発電所 ７号機 

  タービン建屋 1 階大物搬入口付近（管理区域）での火災発生にかかる原因 
および再発防止対策について 

 

２．事象発生の日時 

平成２０年１１月２２日 ２１時４５分（出火時間） 
 

３．事象発生の場所 

７号機タービン建屋 1 階大物搬入口付近（管理区域） 
 

４．事象発生時の運転状況 

  第８回定期検査中（全燃料装荷中） 

 
５．事象の概要 

平成２０年１１月２２日２１時１０分頃より、７号機タービン建屋 1 階大物搬入口付

近（管理区域）で洗浄機を使用して低圧タービン（Ａ）ロータの洗浄作業を行ってい

たところ、２１時４５分、洗浄液に引火し火災が発生した。 
現場作業員が直ちに消火器等を用いて初期消火を行い消火した。また、火災発生の連

絡を受けた当直長が消防署へ通報した。その後、２３時３５分消防署により鎮火が確

認された。 
初期消火活動の際に、作業員１名が右手に軽度の火傷を負い、さらにもう１名が体調

不良となったため、両名を救急車で病院に搬送し手当を受けた。 
本事象による外部への放射能の影響は確認されなかった。 

       （添付資料－１、２参照） 
 
【時系列】 
平成２０年１１月２２日 

20 時 00 分頃～ 低圧タービン（Ａ）ロータ洗浄作業のＴＢＭ－ＫＹを現場作業員６

名にて実施 
21 時 10 分頃～ ２台の洗浄機を使用してロータ上部および下部の洗浄作業を開始 
21 時 43 分頃  ２台の洗浄機および油圧式昇降装置を接続している電工ドラム（１

００Ｖ）のブレーカが落ちたため、一旦洗浄作業を中断し、ロータ

下部の洗浄に使用していた洗浄機の電源を「切」 
21 時 45 分   電工ドラムのブレーカを投入後、ロータ下部の洗浄機の電源を「入」

にしたところ洗浄液に引火 
21 時 45 分   現場作業員９名（内４名はタービンオペフロで発煙を確認し、消火

に駆けつけた応援者）にて、消火器４本および消火栓２箇所を使用

して初期消火を開始 



 

２ 

21 時 49 分  火報発報 
21 時 49 分  現場作業班長より中操へ火災発生を連絡。自衛消防隊（初期消火班・

当直補機操作員）２名が火災現場へ出動 
21 時 51 分  中操（当直長）より１１９番通報 
21 時 58 分  中操（当直長）より消防署へ初期消火完了を連絡 
21 時 59 分  自衛消防隊（初期消火班・消防車隊）が出動 
22 時 02 分  自衛消防隊（初期消火班・当直副長）が６/７号機Ｓ/Ｂ前に到着 
22 時 04 分  自衛消防隊（初期消火班・消防車隊）が６/７号機Ｓ/Ｂ前に到着待機 
22 時 05 分～ 消防車両、警察車両、救急車発電所入構 
22 時 33 分  第一報ＦＡＸ送信 
22 時 45 分  救急車にて負傷者２名を病院に搬送 

（負傷者１名は右手甲を火傷、他の１名は気分が悪くなったもので、

両名とも身体汚染なし） 
22 時 45 分  プレスへ第一報ＦＡＸ送信 
23 時 29 分  火災現場サーベイにて汚染なしを確認 
23 時 33 分  消防、警察による現場調査開始 
23 時 35 分  消防署により鎮火確認 
23 時 39 分  自衛消防隊解散 

 
平成２０年１１月２３日 

0 時 07 分  警察署による現場調査終了 
0 時 21 分  消防署による現場調査終了 
0 時 40 分  プレス発表 
0 時 58 分  警察車両退構 
1 時 09 分  消防車両退構 

 
６．事象発生当時の状況 
（１）作業の状況 

平成２０年１１月２２日１５時３０分頃より、低圧タービン（Ａ）ロータを洗浄す

るためタービン建屋大物搬入口付近にロータを移動する作業を開始した。 
２０時００分頃より、現場作業員６名にてＴＢＭ－ＫＹを実施した後、２０時５０

分頃までに準備作業として洗浄機（単相１００Ｖ、４００Ｗ）をビニール養生し、油

圧式昇降装置を設置した（ＴＢＭ－ＫＹでは危険物取扱にかかる危険予知は実施され

なかった）。 
２１時１０分頃より、作業員Ａがロータ下部を、作業員Ｃ（油圧式昇降装置上）が

ロータ上部を、洗浄機を用いた洗浄作業にて開始した。 
今回の洗浄作業では、洗浄液として危険物第四類第一石油類の「工業脱脂洗浄剤」

を使用し、一斗缶（１８リットル）に入った洗浄液を９缶準備（タービン建屋大物搬

入口近傍に設置されている危険物仮置用の金属ケースに保管）した。洗浄は１缶ずつ
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洗浄液容器に補充しながら作業した。 

また、作業エリアには消火器を設置していた。 

（添付資料－３参照） 

ロータ上部を洗浄していた作業員Ｃは、２缶目を使い終えたところで作業員Ｂと交

替した。 

２１時４３分頃、２台の洗浄機と油圧式昇降装置を接続している電工ドラム（１０

０Ｖ、１５Ａ）のブレーカが落ちたため、一旦作業を止め、作業員Ａは過負荷防止の

ためロータ下部の洗浄に使用していた洗浄機の電源を「切」にした後、作業員Ｄが電

工ドラムのブレーカを「入」にして洗浄作業を再開した。その後、２１時４５分作業

員Ａがロータ下部の洗浄に使用していた洗浄機の電源を「入」にしたところ火災が発

生した。 
火災発生時は、ロータ上部側は３缶目、ロータ下部側は４缶目の洗浄液使用中であ

り、その時点で未使用の２缶は危険物仮置用の金属ケースに収納していた。 

洗浄作業に従事していた５人の作業員の内、作業員Ｂは火災発生後昇降機から飛び

降り消火器を用いた消火作業をした際、右手に軽度の火傷を負った。また、作業員Ａ

が消火活動の際に体調不良となった。 
（添付資料－４参照） 

（２）被災の状況 
被災の状況について現場調査を実施した結果、以下を確認した。 
・ ロータ下部の洗浄に使用していた洗浄機（以下、当該洗浄機という。）の焼損が

激しく、洗浄液容器と洗浄機を養生したビニール養生は焼失していた。 
・ 当該洗浄機近傍のロータの発電機側ブレードには煤が付着していた。 
・ 油圧式昇降装置の当該洗浄機側に垂れ下がったケーブルが焼損していた。 
・ 電工ドラムの当該洗浄機側は養生が焼損していた。 
・ 当該洗浄機近傍の床塗装についても黒く焦げていた。 
・ 作業エリア近傍の消火栓表示灯が熱により変形していた。 
・ ロータを挟んで当該洗浄機と反対側の難燃シートが溶けるとともに、避難誘導灯

カバーが熱により変形していた。 
 

なお、油圧式昇降装置上に置かれていたロータ上部洗浄用の洗浄機および洗浄液容

器は焼損せず、火災後も洗浄液が残留していたので、火災鎮火後一斗缶に戻した。 

（添付資料－５参照） 
 

７．原因調査 
出火メカニズムの特定と火災に至る原因を特定するため、要因分析に基づき原因調査を

行った。 
７－１．出火箇所の調査 
（１）作業員への聞き取り調査 

出火箇所について洗浄作業に従事していた５人の作業員に聞き取り調査した結果、
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以下の証言を得た。 
・ 炎は当該洗浄機近傍からロータ下部のブリキ養生（ブリキ製滴受け）内に溜まっ

ていた洗浄液全体（当該洗浄機近傍に多く溜まっていた）に広がった。 
・ 当該洗浄機廻りに消火器を２本使用した時点で火の勢いはかなり衰えたが、さら

に２箇所の屋内消火栓から放水するとともに２本の消火器を使用して消火した。 
・ 発火後、一瞬タービン上部まで火柱があがったが、その後、炎はロータ中心程度

の高さで５分程度燃え続けた。 
 
（２）使用工具に関する調査 

電工ドラムのブレーカの電源を「入」とし、当該洗浄機の電源を「入」とした直後

に火災が発生したことから、洗浄機の仕様等について調査した結果、以下の事実を確

認した。 
・ 危険物取扱作業近傍での電気機器は、発電所で工事を実施する場合の遵守事項等

を定めた「工事共通仕様書」に基づいて防爆構造機器である必要があったが、今

回の作業で使用されていた洗浄機は防爆構造機器ではなかった。 
・ 当該洗浄機の取扱説明書には、プラスチック製の洗浄機の収納箱を水槽にし、そ

こに洗浄機の吸水ホースを差し込んで使用するイラストが記載されていた。 
・ 同型の洗浄機をビニール養生し、洗浄液に替えて水道水にて当該作業時と同一の

使用状況を再現したところ、ビニール養生内の洗浄機下部に少量の水滴が確認さ

れた。また、電源「入」操作時には洗浄機モータの空気取り入れ口から見て内部

に火花の発生が確認された。負荷電流を測定した結果、 大で８．９Ａ（定格：

８．６Ａ）であることが確認された。 
・ 電工ドラムの負荷としては２台の洗浄機と油圧式昇降装置（定格：１３．２Ａ）

があり、洗浄作業時に昇降装置が動作していない状態であっても、２台の洗浄機

を使用すると電工ドラムの容量（１５Ａ）を超過することが確認された。 
（添付資料－６参照） 

 
７－２．作業の計画・管理に関わる調査 

ロータの洗浄作業は、従来手作業で実施しており洗浄機を用いた洗浄方式は今回初め

て採用したものであったため、低圧タービン（Ａ）ロータの洗浄作業の計画準備・実施

段階における検討状況を調査した。 
（１）調達段階 

 低圧タービン（Ａ）ロータの洗浄作業は、低圧タービン動翼損傷の対応として実施

された点検・修理工事の一環として実施されたものであった。 
当該点検・修理工事は、ロータ製造メーカが実施する必要があるため、特名発注さ

れていた。 
また、低圧タービン（A）ロータの洗浄作業は、タービン設備点検・修理工事の一環

として当発電所におけるタービン設備等の点検工事実績を有する元請経験が十分な協

力企業に外注されていた。 
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 調達にあたっては、当社は「工事共通仕様書」により、協力企業（元請）に対し、

以下の安全管理にかかる事項を要求していることを確認した。 
・ 安全対策計画の審査・承認や工事現場における作業員の安全確保並びに設備安全

の確保等の安全管理にかかる責務を負う「災害防止責任者」の選任 
・ 「工事施行要領書」の作成 
・ 危険物の取扱について、持込みを必要 小限とすることや「火気厳禁危険物使用

チェックシート」、防爆構造機器の使用 
 
（２）計画・準備段階 

ａ．「災害防止責任者」の選任 
協力企業（元請）は当該洗浄作業において「災害防止責任者」を選任していたが、

洗浄方法を変更する方針を決定後洗浄作業実施までの期間に、災害防止責任者は、安

全管理については下請がしっかり実施していると思って任せていたことや、洗浄方法

の変更に際し協力企業（元請）工事担当者から作業内容について十分な説明がなかっ

たため、安全管理を行うことに対して注意を払わなかった。また、災害防止責任者は

ＴＢＭ－ＫＹに参加していなかった。 
 
ｂ．「工事施行要領書」の作成 

協力企業（元請）は「工事施行要領書」を作成したが、手作業によりロータを洗浄

する想定で作成していたため、ロータの洗浄工程としては“ロータ洗浄”との記載し

かなかった。また、洗浄液を噴射する洗浄方法の採用に伴い短時間で多量の危険物（洗

浄液）を取扱うことになったにもかかわらずロータ洗浄という観点では変更が無いた

め、協力企業（元請）は「工事施行要領書」の変更が必要ないと判断した。さらに、

危険物に関する「工事施行要領書」に記載すべき事項が明確になっていなかったため、

協力企業（元請）は「工事施行要領書」に危険物の使用目的、種別、使用量を記載し

なかった。 
また、当社は「工事共通仕様書」において、「工事施行要領書」に記載する危険物

に関する事項を明確化しておらず、危険物の使用量に応じてその種類および数量を当

社に事前申請すること等、危険物の使用量を管理するルールを定めていなかったため、

短時間で多量の危険物（洗浄液）を洗浄機で噴射するという火災発生のリスクを伴う

作業が実施されることを事前に把握できなかった。 
 
ｃ．危険物取扱作業の準備 

今回の作業において協力企業（元請、下請）は、工事共通仕様書の要求事項（防爆

型の電気機械器具を使用／火気厳禁危険物使用チェックシートの使用）を遵守しなか

った。 
これらの事項が遵守されなかった原因について、協力企業（元請、下請）工事担当

者は危険物を取扱う作業であることは認識していたが、日常的に使用する洗浄液で当

該洗浄液を使用する作業に慣れがあったため、その危険性に対する認識が十分ではな



 

６ 

く「火気厳禁危険物使用チェックシート」等の使用は必要ないと考えていた。 
また、協力企業（元請、下請）は洗浄方法を変更した際に事前検討会を実施してい

なかった。 
 
ｄ．使用装備に関する調査 

洗浄作業時に防毒マスクや保護エプロンを着用して洗浄作業を実施していたこと

に関し、協力企業（下請）工事担当者に聞き取り調査した結果、「通常の手洗浄では

装着しないが、今回は洗浄液を大量に使用するため防毒マスクおよび保護エプロン

を着用した。」との証言を得た。 
 
ｅ．火災報知器にカバーを取り付けていたことに関する調査 

当該洗浄作業では協力企業（元請）が、火災報知器近傍におけるタービンロータ

洗浄のミスト対策との理由で「可燃物の使用規制・火気取扱作業及び火気厳禁危険

物取扱作業の厳守事項適用除外申請書」にて、火災報知器にカバーを取り付けるこ

とを申請していた。 
同申請書には代替措置として「防護指示書への明記」と記載されていた。また、「消

防計画」には「火災報知器にカバーを取り付ける場合は防護指示書にその旨明記す

る」ことが記載されていた。しかしながら、当該洗浄作業の防護指示書には「火災

報知器にカバーを取り付ける」ことに関する記載がなかった。 
防火管理者（代理）は、申請理由に「ミスト対策」と記載されていたことから、

ミストによる火災報知器の誤作動の可能性も有り得ると思い、運転監視への影響を

回避するためカバー取り付けを承認していた。 
 
ｆ．工事担当者等への聞き取り調査 

協力企業（下請）工事担当者等へ聞き取り調査等を実施した結果、以下の事実を確

認した。 

・ 当該作業は洗浄機から洗浄液を噴射して洗い流す作業であり、近傍に火気が存在

しないことや作業エリアは閉所ではなく換気は十分になされることから、火災発

生のリスクを考えなかった。このため、洗浄機が火元になりうると考えておらず、

当社が「工事共通仕様書」で要求していた防爆構造機器であることの確認を協力

企業（下請）は当該洗浄機に対して実施していなかった。 
・ 火災報知器近傍におけるミスト対策として火災報知器にカバーを取り付けた。 
・ 当該洗浄作業では、洗浄液が大量に滴ると考え、洗浄機をビニール養生した。 
・ 当該洗浄作業は単純な作業なため手順書は作成していない。 
・ 洗浄液の使用量（一斗缶９缶）は、目算で見積もった。また、危険物であるため

持ち込み量を 小限にすることは意識した。 
・ 洗浄方法の変更の経緯は以下の通りであった。 
大規模のタービン翼取替作業を発電所で行うことは初めてであり、タービン

の広範囲に付着した切削油の洗浄作業は従来には無かった状況であった。 
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１０月３０日、当社からの依頼に基づき、協力企業（元請）はタービン翼復

旧作業で翼表面（狭隘部含む）に付着した切削油を効果的かつ効率的に洗浄

する方法について協力企業（下請）に検討するよう口頭で依頼。 
１１月３日頃に当社、協力企業（元請、下請）はロータ洗浄を効果的かつ効

率的に実施する方法について調整。この頃、回転架台装置の故障や旋盤加工

作業の進捗等を踏まえ、当社は協力企業（元請）に効果的かつ効率的な洗浄

方法の検討を再度依頼。 
１１月５日に協力企業（下請）は洗浄機を用いる洗浄方法を発案し、協力企

業（元請）に口頭で説明したところ効果的かつ効率的に作業ができると了解

を得た。 
・ 協力企業（元請、下請）工事担当者は、洗浄機を用いる洗浄方法に変更するとい

う説明を口頭で当社工事監理員に行ったが、工事施行要領書の変更を伴わない軽

微な変更であるため洗浄液の種類、使用量等具体的な内容は伝えていなかった。 
 
ｇ．当社工事監理員への聞き取り調査 

今回の洗浄方式の変更について、当社工事監理員へ聞き取り調査を実施した結果、

以下の事実を確認した。 

・ 洗浄液が危険物であるという認識はあったものの、作業内容の詳細は聞いておら

ず従前からこの洗浄液は広く使われていることから、洗浄機を用いた洗浄方法に

変更することに伴い大量の危険物を取扱うこととなり火災発生のリスクが生じる

とは考えなかった。また、このため、協力企業から洗浄方法の変更について説明

を受けた際に、洗浄機には電動ポンプを用いると聞いたものの、あえて防爆型か

どうかの確認をしようとの思いに至らなかった。 
（添付資料－７、８、９、１０参照） 

 
（３）実施段階 

協力企業（下請）は洗浄作業実施前にＴＢＭ－ＫＹを実施したものの、危険物取扱に

かかる危険予知が抽出されていなかったため、協力企業（下請）工事担当者等に聞き

取り調査を実施したところ、「構内で作業に伴うけが人の発生が続いていたのでけがに

対して注意が向けられており、結果として危険物に関する危険予知は抽出されなかっ

た。」「着火源がないので火災が発生するとは思わなかった。」との証言が得られた。 
また、当該作業の防護指示書の記載内容を確認したところ、危険物取扱作業にチェッ

クを入れていたが防爆構造機器の使用を指示していないなど、指示事項の記載が不十

分であった。 
（添付資料－１１参照） 

 
以上の調査より、協力企業は当該洗浄液の危険性が高いという認識が薄く「工事共通

仕様書」で定める事項を遵守しなかったことや当該洗浄作業が危険作業であることの認

識が不足していたことから、実際の現場で安全管理を実施することができなかった。ま
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た、当社は危険物取扱に対するリスクの認識が甘く事前確認が不足していただけでなく、

洗浄方法の変更の情報を受けた際、３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）としての管理が必

要と感じなかった。さらに、元請経験が十分な協力企業が下請に加わっていたため、当

社は協力企業の安全管理体制の評価を実施しておらず安全管理体制が適切であることの

確認を実施していなかったことから、火災が発生し得る危険な状態で作業が行われるこ

とを防止できなかったことが分かった。 
（添付資料－１２参照） 

 
８．保安規定遵守の観点からの評価 

保安規定遵守の観点から評価した結果は以下のとおりである。 
・ 保安規定第１７条（地震・火災等発生時の対応）については、第２項に基づき整

備された初期消火体制により、早期消火を行い、鎮火後に設備の損傷の有無を確

認している。 
・ 保安規定第１０７条（保守管理計画）については、７号機点検評価計画書に基づ

くタービン点検の際に発見された不適合の復旧の一環としてロータの洗浄作業が

実施されたもので、保全プログラムに従って保全を実施していた。 
・ 保安規定第３条（品質保証計画）については、安全対策仕様書による要求等、基

本的な仕組みはできていたものの、 
「業務の計画（７．１）」において、「業務の管理（７．５．１）」を実施する

ための計画を明確にすることになっているものの、洗浄方法の工事施行要領

書への反映，洗浄方法の変更に伴う工事施行要領書の改訂反映等が適切に実

施されていなかった。 
「調達（７．４）」において、協力企業に対して、火災防護等の施工にかかわ

る要求事項は工事共通仕様書にて明確にし、災害防止責任者を選任させてい

るものの、災害防止責任者の関与が十分ではないこと等を把握していなかっ

た。 
 

９．推定原因 
火災が発生した原因は、危険物（洗浄液）の取扱に対する認識不足により、防爆構造

機器ではなくシール性能が完全ではない洗浄機をビニール養生して使用し、危険物（洗

浄液）を噴射してロータを洗浄したため、当該洗浄機の電源を投入した際にモータ付近

から発生した火花が洗浄機のビニール養生内にたまった洗浄液に引火し、発火したもの

と推定される。 
 

要因分析図に基づき、その背景要因を調査した結果、対策を講じるべき以下の点が抽

出された。 
（１）安全管理体制にかかる問題点 

・ 災害防止責任者が、現場作業において十分な注意を払わなかった。 
 



 

９ 

（２）工事施行要領書に対する要求事項にかかる問題点 
・ 工事共通仕様書において、工事施行要領書における危険物に関する記載すべき事

項が明確ではなかった。 
 
（３）教育およびルールにかかる問題点 

（当社） 
・ 危険物第四類第一石油類の噴霧・噴射を禁止していなかった。 
・ 危険物を使用する場合の事前申請をルール化していなかった。 
・ ３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）の観点で元請企業に対する十分な評価がなされ

なかった。 
（協力企業） 
・ 工事共通仕様書の安全対策にかかる理解が不十分であった。 
・ 工事共通仕様書に定める事項が遵守されていなかった。 
・ 防護指示書に危険物の種別・使用量などを記載していなかった。 
・ 危険物取扱作業時のＴＢＭ－ＫＹにおいて危険物予知の抽出が不十分であった。 

 
10．対策 

10－１．設備に関する処置 
・ 低圧タービン（Ａ）ロータ表面には火災による煤が付着していることから、ブ

ラストによる除去を１２月３日までに実施した。また、当該ロータの健全性確

認における洗浄方法をスチーム洗浄に変更した。 
・ 今回の消火活動で使用した消防設備（消火器、消火栓等）を１１月２３日まで

に復旧した。 
 
10－２．火災防止の対策 
（１）実施済みの対策 

・ 本事象について、電子掲示板、構内ＴＶを活用して１１月２５日に、「朝のあい

さつチラシ」を活用して１１月２８日に、構内の協力企業に周知した。 
・ 現在実施中の危険物取扱作業については、現場作業にあたって作業ルールの要

点をまとめた作業安全ハンドブック「危険物取扱作業の基本的な考え方」を遵

守できていることを１１月２５日に確認した。 
・ 災害防止協議会（荒浜側および大湊側）による臨時の防火パトロールを１１月

２６日に実施した。 
 
（２）当社が行う今後の対策【危険物取扱作業の計画・管理上の問題に対する対策】 
【安全管理体制の改善にかかる対策】 
（元請の安全管理体制に関する評価の強化） 
・ 海外メーカや初めて元請となる協力企業に対して、当社は工事施行時の安全管

理ができる体制になっているか確実に評価することができるプロセスに見直す。 
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【工事施行要領書に対する要求事項の改善にかかる対策】 
（工事施行要領書に対する要求事項の改善） 
・ 危険物に対する要求事項の明確化の観点から、危険物を取扱う場合は、使用目

的・種別・使用方法を記載させ、確認することができるプロセスに見直す。 
【教育およびルールの改善にかかる対策】 
（防火対策の徹底） 
・ 防火管理者が当社・協力企業の防火業務の取り組み状況を定期的に確認すると

ともに、必要に応じて改善を実施または指示する。 
（防火教育の徹底） 
・ 防火管理者が当社工事監理員に対して防火教育を実施する。 
法令に定められた危険物を取扱う際は関係法令を遵守 
危険物の取扱いに関する教育及び過去の火災事例や火気作業・危険物取扱

作業の管理ポイント等を題材にした安全教育の徹底 
適用除外申請に記載された代替措置等の実施状況を確認 

・ 防火管理者による協力企業における防火教育実施状況の定期的確認と、必要に

応じて改善を指示する。 
 
（ルールの改善） 
・ ポンプを用いた危険物第四類特殊引火物、第一石油類、アルコール類および第

二石油類の噴霧・噴射の禁止（塗装作業を除く）をルール化する。 
・ 多量（指定数量の 1/5 以上）の危険物取扱に先立ち、危険物の使用目的・種別・

使用方法・使用量・場所および危険物を取扱う３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）

作業に該当するかどうかを事前申請することをルール化する。 
・ 多量（指定数量の 1/5 以上）の危険物を取扱う３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）

作業については、すべて安全事前評価を実施する。 
 
（３）協力企業に求める今後の対策【危険物取扱作業の計画・管理上の問題に対する

対策】 
【教育およびルールの改善にかかる対策】 
（防火教育の徹底） 
・ 防火対策への取り組みを定期的に確認し継続的に改善する。 
・ 作業員への防火教育を実施し、当社へ報告する。 
法令に定められた危険物を取扱う際は関係法令を遵守 
危険物の取扱いに関する教育及び過去の火災事例などを題材にした安全教

育の徹底 
適用除外申請に記載された代替措置等を確実に実施 

（協力企業による安全管理の徹底） 
・ 安全管理に一義的責任を有する協力企業は自らの責任を再認識し、危険物取扱

作業に対して、工事施行要領書のチェックなど安全管理を再徹底する。 
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・ 構内協力企業の災害防止責任者に防火管理講習を速やかに受講させる。（半年以

内）。 
（ルールの遵守） 
・ 危険物を取扱う場合は、「火気厳禁危険物使用チェックシート」を使用するなど、

工事共通仕様書等に定める事項の遵守を再徹底する。 
・ 防爆構造機器使用判断フローに基づき、必要な場合は防爆構造機器の使用を再

徹底する。 
・ 多量（指定数量の 1/5 以上）の危険物取扱に先立ち、当社に対して危険物の使用

目的・種別・使用方法・使用量・場所および危険物を取扱う３Ｈ（初めて、変

更、久しぶり）作業に該当するかどうかについての事前申請を的確に実施する。 
（現場管理の改善） 
・ 危険物の取扱にあたって防護指示書に種別・使用量（指定数量の 1/5 以上・未満）

を記載する。 
・ 危険物取扱作業時のＴＢＭ－ＫＹにおける危険物予知の確実な実施を再徹底す

る。 
（危険物使用時の工事施行要領書への明示） 
・ 危険物を使用する場合は、使用目的・種別・使用方法を工事施行要領書へ記載

する。 
また、今回の事象に鑑み、各企業における危険物取扱作業にかかる取り組みについ

て当社及び協力企業間で情報交換を行い、安全管理の向上を図る場を設ける他、危険

物取扱作業以外の安全管理・品質管理全般に関わる３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）

作業についても、当社として確実に把握しリスク管理できるような仕組みの構築を検

討していくこととする。 
 

以 上 
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添付資料－１ 

火災発生場所図 

 

 

火災発生場所 

７号機タービン建屋１階 

復水器 
（Ｃ） 

タービン大物 
搬入口シャッター 

Ｐ．Ｎ

７号機タービン建屋 

柏崎刈羽原子力発電所 

 復水器 
（Ｂ） 

  復水器 
（Ａ） 



 

 

 

火災発生場所 

復水器   復水器   復水器 
（Ｃ）     （Ｂ）    （Ａ） 

タービン 
大物搬入口 
シャッター 

Ｐ．Ｎ 

消火設備配置図（今回の消火活動に使用したもの）
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作業方で用意した消火器（１本） 

  消火活動時使用消火器１０型（Ｔ－９８） 
消火器配置状況 

消火活動時使用消火器１０型（Ｔ－９５）

消火器配置状況 
（消火活動時２本持ち出したが使用した

のは水色で囲んだ１本のみ） 

 

 

 消火活動時使用消火栓（ＦＨＴ－３０２） 
消火栓配置状況 

消火活動時使用消火器１０型（Ｔ－１００） 
消火器配置状況 

消火活動時使用消火栓（ＦＨＴ－３０３）

消火栓配置状況 



作業状況（人員配置図（１／２）） 
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危険物仮置用金属ケース 
（洗浄液の一斗缶を入れていた） 

作業方で設置 
していた消火器 

 

ブリキ養生 

タ
ー
ビ
ン
建
屋
大
物
搬
入
口
シ
ャ
ッ
タ
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（ﾛｰﾀ上部の洗浄） 

低圧タービン（Ａ）ロータ 

タービン側 発電機側 

分電盤 

洗浄液容器 
② 

100V ｺﾝｾﾝﾄ 

電工ﾄﾞﾗﾑ 
（ 100V ） 

P 

洗浄液容器 
① 

P ＊ﾛｰﾀ下部の洗浄 

作業班長 

油圧式 
昇降装置 

火災発生箇所 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

： 作業員 Ｃ 

： 放射線管理員 Ｄ 

Ａ ～ 

＜作業員詳細＞ 

本設消火栓 



 

タービン側 発電機側 

海側→ ←山側 

分電盤 電工ドラム 
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ン
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搬
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洗浄液容器② 

洗浄液容器① 

油圧式 
昇降装置 

Ａ 
（作業員） 作業班長 

ブリキ養生 

Ｐ 

Ｐ 

Ｂ 
（作業員） 

Ｃ 
（作業員） 

Ｄ 
（放射線管理員） 

災害発生状況図 

作業状況（人員配置図（２／２）） 
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低圧タービン（Ａ） 
ロータ 
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油圧式昇降装置上での洗浄作業風景 

油圧式昇降装置下でのロータ下部の洗浄作業風景 

添付資料－３－２

洗浄用保護手袋 

保護エプロン 

防毒マスク 

作業状況（１／４） 
 

油圧式昇降装置 

防毒マスク 

洗浄ノズル 

洗浄用保護手袋 

保護エプロン 

洗浄ノズル 

洗浄液容器 
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当日のＫＹボード 

油圧式昇降装置を使った作業風景 

油圧式昇降装置 
 
装置の昇降操作は上に乗って

いる作業員が有線のリモコン

で行う。 
また、届く範囲で洗浄液をか

け終えた後にロータを回転さ

せて別の範囲を洗浄する。 

作業状況（２／４） 
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作業状況（３／４） 

ビニールで養生された洗浄機 

洗浄機 難燃テープ 吸込みホース 

吐出ホース 

電源ケーブル 

洗浄のための資機材 

洗浄ノズル 

洗浄機（モータ） 

洗浄機（ポンプ） 

洗浄機の電源スイッチ 

洗浄液容器 



２０ 

 危険物仮置用金属ケース 

作業状況（４／４） 

洗浄液の入った一斗缶 
洗浄作業開始前に９缶運

び入れ、１缶ずつ取り出し

て洗浄作業を実施。 
火災発生時は２缶残って

いた。 
 



タービンロータの洗浄方法および洗浄液について 

 

（１） 洗浄方法について 

タービンロータの洗浄方法は、スチームによる方法と洗浄液を用いる方法があるが、

今回は、後工程で翼の非破壊検査（ＰＴ検査）が予定されていることを踏まえ、錆発生

の心配が少ない洗浄液による方法を採用することとし、かつ従前の手作業による方法で

はなく、効率的に作業可能な洗浄機により洗浄液を噴射する方法を採用した。 

 

（２） 洗浄液について 

タービンロータの洗浄に用いた洗浄液は、危険物第四類第一石油類であった。 

 

 用途 組成・成分情報 消防法 
引火点 

（発火点）

工業脱脂洗浄剤 脱脂洗浄剤 
アルコール類／ナフテン系炭化水素／ 

脂肪族炭化水素 
危険物 第四類第一石油類 

-17℃ 
（260℃） 

 
（３） 洗浄液の補充方法について 

洗浄液は一斗缶（１８リットル）に入っており、洗浄作業開始前に今回使用予定の９

缶をタービン建屋大物搬入口近傍に設置されている危険物仮置用の金属ケースに保管し

た。 

洗浄作業にあたっては、１缶ずつ使い切り、新たな缶を同ケースより持ち出し洗浄液

容器に洗浄液を補充し作業を行った。 
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消火活動時人員配置図 
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Ｂ２区域

C

①②

③
B

D

④

A

⑤
H

⑥

F

班

G

E

：消火栓
：消火器（本設）
：消火器（作業方持ち）

：作業員Ｃが消火器にて消火作業実施
：作業員Ｃが２個目の消火器にて消火作業実施
：作業員Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ４名（オペフロからの応援者）が消火栓ホースを設置し、作業員Ｂ，Ｃ
　が消火作業実施
：作業員Ａが消火栓にて消火作業実施
：作業員Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ４名（オペフロからの応援者）が消火器３本を運搬（内１本は未使用）
　し、作業員Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及び作業班長が消火作業実施

①
②
③

④
⑤，⑥



熱の影響により誘導灯のカバ

ーが変形した 

熱の影響により消火栓の表示

灯が変形した 

危険物仮置用金属ケース 
（一斗缶を９缶運び入れてお

り火災発生時２缶残っていた）

熱の影響により難燃シート

が溶けた 

煤が付着した 

油圧式昇降装置のケ

ーブルが焼損した 

鎮火後の状況（１／３） 
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作業エリアの状況（タービン建屋１階 低圧タービン（Ａ）ロータ）  

作業エリアの状況（低圧タービン（Ａ）ロータ下部①） 

洗浄機の焼損 

洗浄液容器 
焼失 

床塗装の焦げ痕 

油圧式昇降装置

ケーブルが焼損し

ている 

油圧式昇降装置 
洗浄機 

ブリキ製滴受け 

鎮火後の状況（２／３） 

２４ 

油圧式昇降装置
上の洗浄機およ
び洗浄液容器は
焼損せず 



 

作業エリアの状況（低圧タービン（Ａ）ロータ下部②）

作業機材の被災状況 

電工ドラム 
洗浄機側の損傷が

激しい 油圧式昇降装置 

洗浄液容器が焼失

（溶けて原形を失

った） 

洗浄機（モータ） 
ケーブルが溶けている 

洗浄機（ポンプ）

ポンプ外側のカ

バーを焼失 

ブリキ製滴受け 

洗浄液容器 
焼失 

洗浄機の焼損 

鎮火後の状況（３／３） 

２５ 



洗浄機を用いた再現性試験 
 

１．目的 
 今回タービンロータの洗浄に使用していた洗浄機と同型のものを２台使用し、火災発生

時と同様に洗浄機をビニール養生した状態で温度測定・電流測定・漏えい確認・電源操作

時の火花の有無について調査した。なお、再現性試験では極力同じ条件となるように考慮

したが、洗浄液を使用するのは危険であることから水道水にて模擬した。 
 
２．調査内容 
 火災発生当時と同様に洗浄機の起動・停止を行った場合と１５分間連続運転した場合に

急激な温度変化があるか、電流値の変化や漏えいがあるかを確認とともに、洗浄機起動・

停止操作時に電工ドラムのブレーカが落ちるかを確認した。 
 また、電源スイッチを操作した場合に火花が発生するかを確認した。 
 
３．調査結果 

①温度や電流値の変化に異常は認められなかった。また、電工ドラムのブレーカは落ち

なかったが２台運転時の合計が電工ドラムの定格容量（１５Ａ）を超えていることか

らいつ落ちてもおかしくない状況であったと考えられる。 
 ②洗浄機の運転中に１台のポンプではビニール養生の中で水の滴下（１滴）が確認され

た。また、１５分間運転した後では両方の洗浄機においてビニール養生内部に湿気が

確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③２台とも洗浄機の電源スイッチを「入」操作した際に青白い火花が発生した。 

 
４．結論 
 洗浄機運転中の極微量の滴下兆候およびビニール養生内部が湿った状態になったことか

ら、ビニール養生内に洗浄液または洗浄液が気化したものが入り込める状態であったこと

がわかった。 
また、電源「入」操作時に火花が発生することもわかったことから、これらが要因とな

り発火する可能性が確認された。 
 

以上 

ビニールによる養生状態 滴下状態 １５分運転後のビニール養生内部状態 
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 日  付 内             容 
１．発注 H19 年 12 月 5日 ７号機は中越沖地震発生に伴い停止したプラントであり、点検を実施したところ、低圧ター

ビン第 10，11，12，13 段に翼磨耗等が確認されたことから、翼の点検・修理作業を協力企

業に発注した。 

２．安全事前評価 H20 年 1 月 21 日 当社において、危険物作業としてフェーズドアレイ UT の接触媒体が抽出され、安全事前評

価を実施した。さらにその後、協力企業を交えて安全事前評価を実施した。 

３．事前検討会 H20 年 2 月 27 日 契約に基づき、当社と協力企業において事前検討会を実施した。その際当社より火気作業／

はさまれ作業に対しＴＢＭ－ＫＹで確実に実施するよう依頼した。 

４．作業要領書 
（委託） 

Ｈ20年 7月 30 日 低圧タービンの翼損傷に伴う調査作業を行っており、この作業に第 14 段～16 段の復旧が含

まれている。なお洗浄作業については作業フロー記載されているのみ。具体的手順は無し。 

５．変更発注 H20 年 10 月 27 日 第 14 段～16 段復旧工事について、委託として発注していたものを工事（修理購買）として

発注し直した。 

６．洗浄方法の検

討依頼 
Ｈ20年 10 月 30 日 タービン翼復旧作業※でロータ表面が切削油で汚れており、従来洗浄作業では翼とカバーの

隙間など狭隘部の汚れが取り切れないと考えられたため、これを落とす効果的かつ効率的な

洗浄方法を検討するよう口頭にて依頼した。（東京電力→協力企業） 

※ 今回のようにタービン翼を大量に抜いて再復旧する作業は当所において前例が無く、再

復旧に伴い用いた大量の切削油をロータ表面から落とす作業は初めてであった。そこで、洗

浄方法を改良することを検討した。 

７．工事施行要領

書提出 
H20 年 11 月 3日 洗浄作業については作業フローで記載されているのみ。具体的手順は無し。 

なお、地震後のタービン復旧作業には協力企業（元請）が実施する作業（翼取付等）と、協

力企業（下請）が実施するロータ移動、足場掛け替え等の作業があり、当社は各作業間の取

り合い調整を行っていた。その一環として、ロータ洗浄工程についてもこれを効果的かつ効

率的に実施する方法について当社、協力企業（元請、下請）で調整を実施した。この頃、回

転架台装置の故障や旋盤加工作業の進捗等を踏まえた、効果的かつ効率的な洗浄方法を再度

依頼。（東京電力→協力企業） 

８．洗浄方法の検

討、決定 
H20 年 11 月 5日 協力企業（下請）は洗浄方法を検討し、洗浄機を用いた方法を計画。協力企業（下請）から

協力企業（元請）に洗浄機を用いた洗浄方法を口頭にて提案し協力企業（元請）了承。 

協力企業（元請、下請）工事担当者から東京電力工事監理員に「電動ポンプを用いて洗浄す

る。」との口頭連絡。（洗浄剤の種類、量等、具体的な内容については連絡無し） 
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バケット（タービン翼）組み立て作業

他６名
洗浄作業

元請企業

下請企業

下請企業

1名

災害防止責任者
Safety Control Mgr.

品質管理責任者
Quality Control

１名

２名 １名

災害防止担当者
Safety Control 

工事担当者
Project　Manager

元請技術員

１名 １名

作業員Ｃ
作業員Ｄ

１名

作業班長

機械工 機械工

作業責任者

作業班長

現場代理人
Site　Manager

放射線管理責任者
Radiation Control Mgr.

主任技術者
Chief Engineer

１名

Bucket Specialist
羽根抜取作業

助勢工事責任者

助勢工事担当者

２名

２名

３名

１名 １名

１名

作業員Ａ
作業員Ｂ

当該洗浄作業員４名

作業体制表
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今回の作業ステップ 

工事施行要領書 

 

◎    ：客先立会（抜取り） 
○    ：元請立会 
無印   ：下請担当者 
●    ：元請技術者 
☆ ：記録 

：作業項目完了日 
：記録者サイン 
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要因分析図 添付資料－１２

(問題点)

　
火災発生
・低圧タービン
ロータ洗浄作
業中、洗浄液
に引火

協力企業は、実際の現
場で安全管理を実施す
ることができなかった

当社は、危険な状態
に至らせないような作
業の計画・管理の確
認ができていなかった

協力企業は、当該洗
浄作業において、危
険物取扱に対するＴＢ
Ｍ－ＫＹを行わなかっ
た

協力企業は、洗浄方
法を変更した際、事前
検討会を行わなかっ
た

協力企業は、危険物
第四類第一石油類の
洗浄液を噴射した

協力企業は、工事共
通仕様書の要求事項
（防爆型の電気機械
器具を使用／火気厳
禁危険物使用チェック
シートの使用）を遵守
しなかった

協力企業において、危険作
業としての認識が不足してい
た（危険物としては認識して
いたが、火気もなく、密閉空
間でなかったので、危険と
思っていない）
（＊１）

協力企業は、日常的
に使用する洗浄剤な
ので、危険性が高い
という認識が薄かった

防護指示書に記載し
てある安全指示事項
の内容（危険物取扱
作業）の記載が不十
分だった

協力企業は、大量の
危険物を使用した

当社は、仮置に関する
ルールは定めていたが、
使用量を管理するルール
は定めていなかった

人身災害が多かった
ことから、高所、はさ
まれ等の人身安全に
意識が傾注してしまっ
た

当社は、危険物に対
する事前確認が不足
していた

工事施行要領書
の変更までする
必要がないと判
断した

当社は、洗浄方法の
変更の情報を受けた
際、３Ｈとしての管理
が必要と感じなかった

協力企業は、工事施
行要領書の変更も伴
わない軽微な変更と
考え、口頭で伝達した

（＊３）

当社の作業主管Ｇに
は、大量の危険物を
使うことが、協力企業
から伝達されなかった

２

２

１

ＴＢＭ－ＫＹに災害防
止責任者（元請）が参
加していなかった

工事施行要領書に危
険物を取り扱うことが
記載されていなかった

（＊１）

3c

3b

3d

3e

3a

災害防止責任者は、洗
浄作業だったことから、
安全管理は下請に任せ
ておいても良いと思って
いた

当社は、安全管理の体制（安
全管理に対する元請と下請
の責任分担など）が適切であ
ることの確認を実施していな
かった

当社は、元請経験が
十分な協力企業が加
わっていることで安心
していた

元請体制の違いに応
じた安全管理体制の
評価は実施していな
かった

当該洗浄剤を使用す
る作業に慣れがあっ
た

当該洗浄作業につい
て、災害防止責任者は
安全管理を行うことに対
して注意を払わなかった

協力企業は、”
ローター洗浄”す
るという観点で、
変更はないと判断
した（施行要領書
には「ロータ洗浄」
としか記載してい
なかった）（＊２）

工事施行要
領書に記載
すべき事項
が明確になっ
ていなかった

当社は、工事施
行要領書に記
載すべき危険物
に関する事項を
明確化していな
かった（＊３）

当該レベルの洗浄で
はチェックシート等の
使用は必要ないと考
えた

1

２

3e

3a

（＊２）

3d

(対策案)

当社が行う工事施行要領書に対する要求事項の改善
・危険物に対する要求事項の明確化の観点から、危険物
を取扱う場合は、使用目的・種別・使用方法を記載させ、
確認することができるプロセスに見直す。

当社が行う元請の安全管理体制に関する評価の強化
・海外メーカーや初めて元請となる協力企業に対して、当
社は工事施行時の安全管理ができる体制になっている
か確実に評価することができるプロセスに見直す。

２

１

防火教育の徹底
・ 防火管理者が当社工事監理員に対して防火教育を実施
する。
・ 防火管理者による協力企業における防火教育実施状況の
定期的確認と、必要に応じて改善を指示する。

・ 協力企業は、防火対策への取り組みを定期的に確認し継
続的に改善する。
・ 作業員への防火教育を実施し、当社へ報告する。

当社が行うルールの改善
・多量（指定数量の１/5以上）の危険物取扱に先立ち、危険
物の使用目的・種別・使用方法・使用量・場所および危険物
を取扱う３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業に該当するかど
うかを事前申請することをルール化する。
・多量（指定数量の1/5以上）の危険物を取扱う３Ｈ（初め
て、変更、久しぶり）作業については、すべて安全事前評価
を実施する。

協力企業による安全管理の徹底
・ 安全管理に一義的責任を有する協力企業は自らの責任を
再認識し、危険物取扱作業に対して、工事施行要領書の
チェックなど安全管理を再徹底する。
・ 構内協力企業の災害防止責任者に防火管理講習を速や
かに受講させる。（半年以内）

協力企業による現場管理の改善
・ 危険物の取扱にあたって防護指示書に種別・使用量（指定
数量の1/5以上・未満）を記載する。
・危険物作業時のＴＢＭ－ＫＹにおける危険物予知の確実な
実施を再徹底する。

当社が行うルールの改善
・ポンプを用いた危険物第四類特殊引火物、第一石油類、
アルコール類および第二石油類の噴霧・噴射の禁止（塗装
作業を除く）をルール化する。

協力企業によるルールの遵守
・危険物を取扱う場合は「火気厳禁危険物使用チェックシー
ト」を使用するなど、工事共通仕様書等に定める事項の遵守
を再徹底する。
・防爆構造機器使用判断フローに基づき、必要な場合は防
爆構造機器の使用を再徹底する。

当社が行う防火対策の徹底
・ 防火管理者が当社・協力企業の防火業務の取り組み状況
を定期的に確認するとともに、必要に応じて改善を実施また
は指示する。

3c

3b

3d

3e

3a

【１】安全管理体制の改善にかかる対策

【２】工事施行要領書に対する要求事項の改善にかかる対策

【３】教育およびルールの改善にかかる対策

３２



再発防止対策に関わるアクションプラン 添付資料－１３

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４～９月 １０～３月

ａ．海外メーカーや初めて元請けになる協力企業に対して工事を発注する場合は、安全事前評価において協力企業
の安全管理体制を評価（当該企業の工事実績、災害防止責任者の実務経験等）することを明確にし、指示文書を発
行して発電所内に指示を行う。

発電所

ｂ．上記の指示内容を三次マニュアル（「安全事前評価マニュアル」）に反映し、マニュアルの改訂を行う。 発電所

［２］工事施行要領書に対する要求事項の改善にかかる対策 　

ａ．危険物を取扱う工事においては，工事施行要領書に使用目的，種別，使用方法を記載することに関する指示文
書を発信し、保守連絡会及び安全推進協議会を通じ協力企業に対し指示を行う。

発電所

ｂ．上記の指示内容を「工事共通仕様書［原子力］」に反映し、二次マニュアルの改訂を行う。
本店

原子力設備管理部

［３］教育およびルールの改善にかかる対策

 3a．①当社が行う防火対策の徹底

ａ．防火管理者は、当社の防火業務の取り組み状況（防火の対策実施状況、教育・訓練）について、毎年度末に防
火管理委員会にて報告する。 発電所

ｂ．防火管理者は、協力企業の防火業務の取り組み状況（防火の対策実施状況、教育・訓練）について、毎年度末
に各企業から防火管理状況の報告を受け、報告結果に基づき必要に応じて改善を指示する。

発電所

 3a．②防火教育の徹底

ａ．防火管理者は当社の工事監理員全員に対し、防火に関連する法令や過去の火災事例の周知の他、火気作業管
理・危険物取扱作業管理のポイント等の防火教育の再教育を実施する。

発電所

ｂ．防火教育を繰り返し実施する仕組みについて検討する。
本店

原子力運営管理部

ｃ．協力企業の取り組み状況については、「３ａ．①当社が行う防火対策の徹底」のｂ．に含めて確認する。 発電所

 3a．③協力企業による安全管理の徹底

ａ．協力企業に対し、当社に提出する工事施行要領書などについて、工事共通仕様書[原子力]（安全対策仕様書）
の適用事項が反映されていることの確認を要請する旨の文書を発信し、保守連絡会及び安全推進協議会を通じ協力
企業に対し要請を行う。

発電所

ｂ．構内協力企業の災害防止責任者に、防火管理講習を今後半年以内を目途に受講するよう要請する旨の文書を発
行する。

発電所

１）危険物を取扱う場合は「火気厳禁危険物使用チェックシート」を使用するなど、工
事共通仕様書等に定める事項の遵守を再徹底する。
２）防爆構造機器使用判断フローに基づき、必要な場合は防爆構造機器の使用を再徹底
する。

工事共通仕様書に定める「火気厳禁危険物の取扱い」等のルールの遵守について指示文書を発信し、保守連絡会及
び安全推進協議会を通じ協力企業に対し再徹底の指示を行う。

発電所

 3c．当社が行うルールの改善

ａ．ポンプを用いた危険物第四類特殊引火物、第一石油類、アルコール類および第二石油類の噴霧・噴射の禁止
（塗装作業を除く）について指示文書を発信し、保守連絡会及び安全推進協議会を通じ協力企業に対し指示を行
う。

発電所

ｂ．上記の指示内容を「工事共通仕様書［原子力］」に反映し、二次マニュアルの改訂を行う。
本店

原子力設備管理部

 3d．当社が行うルールの改善

ａ．多量（指定数量の１/5以上）の危険物取扱に関する事前申請について指示文書を発信し、保守連絡会及び安全
推進協議会を通じ協力企業に対し指示を行う。
（事前申請については工事監理箇所が審査し、防火管理者が許可とする。）

発電所

ｂ．上記の指示内容を「工事共通仕様書［原子力］」に反映し、二次マニュアルの改訂を行う。
本店

原子力設備管理部

ｃ．多量（指定数量の１/5以上）の危険物取扱作業について安全事前評価を実施することを明確にし、指示文書を
発行して発電所内に指示を行う。

発電所

ｄ．上記内容を三次マニュアル（「安全事前評価マニュアル」）に反映し、マニュアルの改訂を行う。 発電所

 3e．協力企業による現場管理の改善

ａ．以下について指示文書を発信し、保守連絡会及び安全推進協議会を通じ協力企業に対し指示を行う。
・危険物取扱にあたって防護指示書に種別・使用量（指定数量の1/5以上・未満）を記載
・危険物取扱作業時におけるＴＢＭ－ＫＹの確実な実施

発電所

ｂ．上記の指示内容を「工事共通仕様書［原子力］」に反映し、二次マニュアルの改訂を行う。
本店

原子力設備管理部

［４］その他

危険物取扱作業以外の安全管理・品質管理全般に関わる３Ｈ（初めて、変更、久しぶ
り）作業についても、当社として確実に把握しリスク管理できるような仕組みの構築を
検討する。

危険物取扱作業以外の安全管理・品質管理全般に関わる３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業についても、当社と
して確実に把握しリスク管理できるような仕組みの構築を検討する。

発電所

１）多量（指定数量の１/5以上）の危険物取扱に先立ち、危険物の使用目的・種別・使
用方法・使用量・場所および危険物を取扱う３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業に該
当するかどうかを事前申請することをルール化する。
２）多量（指定数量の1/5以上）の危険物を取扱う３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業
については、すべて安全事前評価を実施する。

１）安全管理に一義的責任を有する協力企業は自らの責任を再認識し、危険物取扱作業
に対して、工事施行要領書のチェックなど安全管理を再徹底する。
２）構内協力企業の災害防止責任者に防火管理講習を速やかに受講させる。（半年以
内）

 3b．協力企業によるルールの遵守

【当社が行う工事施行要領書に対する要求事項の改善】
・危険物に対する要求事項の明確化の観点から、危険物を取扱う場合は、使用目的・種
別・使用方法を記載させ、確認することができるプロセスに見直す。

防火管理者が当社・協力企業の防火業務の取り組み状況を定期的に確認するとともに、
必要に応じて改善を実施または指示する。

１）防火管理者が当社工事監理員に対して防火教育を実施する。
２）防火管理者による協力企業における防火教育実施状況の定期的確認と、必要に応じ
て改善を指示する。
３）協力企業は、防火対策への取り組みを定期的に確認し継続的に改善する。
４）作業員への防火教育を実施し、当社へ報告する。

１）危険物取扱にあたって防護指示書に種別・使用量（指定数量の1/5以上・未満）を記
載する。
２）危険物取扱作業時のＴＢＭ－ＫＹにおける危険物予知の確実な実施を再徹底する。

備　　考項　　　目 アクションプラン 実施箇所
平成２１年度平成２０年度

［１］安全管理体制の改善にかかる対策

【当社が行う元請の安全管理体制に関する評価の強化】
海外メーカーや初めて元請となる協力企業に対して、当社は工事施行時の安全管理がで
きる体制になっているか確実に評価することができるプロセスに見直す。

１）ポンプを用いた危険物第四類特殊引火物、第一石油類、アルコール類および第二石
油類の噴霧・噴射の禁止（塗装作業を除く）をルール化する。

指示文書の作成・発行

マニュアルの改訂・発行

指示文書の作成・発行

▽保守連絡会開催

▽安全推進協議会開催

協力企業内での周知

マニュアルの改訂・発行

マニュアルの改訂・発行

マニュアルの改訂・発行

▽防火管理委員会開催

以後、継続実施

協力企業へ指示

取り組み状況の確認

以後、継続実施

協力企業の実施状況確認各協力企業での取り組み

防火教育の実施

要請文書の作成・発行

▽保守連絡会開催

▽安全推進協議会開催

協力企業内での周知

指示文書の作成・発行

▽保守連絡会開催

▽安全推進協議会開催

協力企業内での周知

指示文書の作成・発行

防火管理講習受講

指示文書の作成・発行

▽保守連絡会開催

▽安全推進協議会開催

マニュアルの改訂・発行

協力企業内での周知

指示文書の作成・発行

▽保守連絡会開催

▽安全推進協議会開催

協力企業内での周知

指示文書の作成・発行

▽保守連絡会開催

▽安全推進協議会開催

協力企業内での周知

仕組みの検討・実施

仕組みの検討

指示文書の作成・発行

マニュアルの改訂・発行

安全推進協議会は、東京電力管理
職及び構内協力企業の現場代理人
が対象。

保守連絡会は、安全推進協議会に
加盟する協力企業のうち、保全部・
運転管理部に関連する協力企業の
現場代理人が対象。

３３
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１．はじめに 

平成２０年１１月２２日、７号機タービン建屋１階大物搬入口（管理区域）付近で行

われた低圧タービン（Ａ）ロータの洗浄作業において火災が発生し負傷者が発生した。 

本火災について、原子力安全・保安院より、平成２０年１１月２８日付文書（平成 20・

11・27 原院第 16 号）にて火災の発生した原因および再発防止対策について検討と報告

が指示された。また、同指示文書において、火災の影響を受けた可能性のある機器につ

いて、性能等への影響の有無、健全性の確認を行い、報告を行うことが求められている

ことから、その結果について取りまとめたものである。 

 

２．火災の影響を受けた可能性のある機器の抽出の考え方 

火災発生エリア（タービン建屋１階大物搬入口付近）において、火災の影響を受けた

可能性のある機器について、健全性確認対象機器の抽出フローに基づき対象機器を抽出

した。 

火災の影響を受けたエリアの抽出については、機器・設備及び仮置き物品等の火炎に

よる焼損物品の有無および煤の付着の有無を確認することにより抽出を行った。 

火災発生エリア付近は、東西方向がタービン大物搬入口シャッターと通路、南北方向

がコンクリート壁で囲まれる吹抜け構造となっている。当該エリアから通路に設置され

る近接機器および上方向の壁、タービン・オペレーティング・フロアについて、火炎に

よる損傷物品の有無および煤の付着状況について確認したところ、火災発生エリア近傍

のみであった。 

（添付資料－１） 

なお、煤を吸引した可能性のあるタービン建屋の排気フィルタの目視点検及び差圧を

念のため確認したが、特に異常は確認されなかった。 

以上を踏まえ、健全性確認対象機器の抽出フローで抽出された以下の機器に対し健全

性の確認を行った。 

（１）消火栓および避難誘導灯 

（２）床面 

（３）低圧タービン（Ａ） 

（４）エリア放射線モニタ 

（添付資料－２，３） 

 

３．火災の影響を受けた可能性のある機器の健全性確認結果 

上記２．火災の影響を受けた可能性のある機器の抽出の考え方に基づき抽出された対

象機器について、性能等への影響の有無の評価を実施し、健全性の確認を実施した。 

（添付資料－３，４） 

（１）消火栓および避難誘導灯の健全性確認 

火災により消火栓の表示灯カバーおよび避難誘導灯のプラスチック製カバーに熱によ

る変形が確認されたことから、性能等への影響の有無の確認を行った。 

当該消火栓（FHT-302）の外観目視点検を行い当該カバー以外に異常は確認されなかっ



 

た。また、７号機の自動火災報知設備の中央制御室に設置される受信機は、火災検出器

等の断線等を含む電気信号の自動診断機能を有するが、火災発生以降、当該受信機は消

防用設備等に関する異常を検出していない。なお、今回の火災時に当該エリアで警報が

発報していることおよび火災時に当該消火栓より放水していることから、当該消火栓の

機能が健全であることは確認されている。 

また、避難誘導灯についても内部の蛍光灯の球切のないことを確認している。熱によ

り変形した消火栓の表示灯については平成 20 年 11 月 23 日、避難誘導灯については平成

20 年 11 月 25 日にカバー部を新品に交換した。 

以上から、消火栓および避難誘導灯の性能等への影響は無く健全であると評価した。 

 

（２）床面の健全性確認 

火災の熱により床塗装面が黒く焦げたことが確認されたことから、床の性能等への影

響の有無の確認を行った。 

床の健全性確認にあたっては、「原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説：

日本建築学会」（以下、「維持管理指針」という）に準拠して実施した。維持管理指針で

は、火災による熱を劣化要因とする主な劣化事象は「強度低下」「ひび割れ」「剥離・剥

落」「爆裂」「水分逸散」であり、当該劣化事象に関し調査を実施した。さらに、維持管

理指針では、火害※１に対する点検方法や健全性評価の方法は「建物の火害診断及び補

修・補強方法：日本建築学会」（以下、「火害指針」という）に準じて個別に実施するこ

とを推奨していることから、火害指針に従い１次調査として目視による外観検査を実施

し、その後２次調査として非破壊検査等を実施した。 

※１：火災によって被害を受けることをいう。 

①１次調査（目視による外観検査）結果 

目視による外観検査により外観上の被害状況を確認し、コンクリートの変色、ひび

割れの状況、剥離・剥落の状況、爆裂の状況、水分逸散の状況について確認を行った。

その結果、床表面の塗装部（エポキシ樹脂塗装）にひび割れや剥離等の発生を確認し

た。 

外観検査結果から受熱温度を推定した結果、以下のことが分かった。 

・床のエポキシ樹脂塗装について、塗装のひび割れや剥離は 100～300℃程度で発

生し、一部でひび割れが確認されているが塗膜の溶解や焼失はないことから、

受熱温度は 300℃以下と推定される。 

・火害を原因とするコンクリートのひび割れは確認できなかったことから、概ね

受熱温度は 300℃以下と推定される。 

 

以上の結果から、コンクリートの受熱温度は100℃～300℃程度であると評価され、

火害等級は５段階評価のうちの「Ⅱ級」の可能性が懸念された。 

 

②２次調査（非破壊検査等）結果 

１次調査において「Ⅱ級」の可能性とされた床面コンクリートに対し、リバウンド

２ 



 

ハンマーによる反発硬度試験、コンクリートコア部から採取したコアに対し圧縮強度

試験と中性化深さの測定を行った。 

ａ．反発硬度試験 

床面について、今回の火災により影響を受けた火害部と比較のため健全部のコ

ンクリート部分に対してリバウンドハンマーを用いて床表面へ打撃を加え表面硬

度を測定した。その結果、火害部と健全部の表面硬度に関し差異はないというこ

とが確認された。 

ｂ．圧縮強度試験 

床の火害部から採取したコンクリートコアを用いて圧縮強度試験を実施した結

果、床の火害部は 45.2Ｎ/mm２であり、設計基準強度（33Ｎ/mm２）以上であること

が確認された。 

ｃ．中性化深さの測定 

床の火害部から採取したコンクリートコアを、中性化深さを測定※２することに

より受熱温度の推定が可能になる。このため、中性化深さの測定をした結果、中

性化は生じておらず、火害による影響は確認されなかった。 

※２：コンクリートは経年的な影響により表面から徐々に中性化が進行するが、

火災による加熱を受けた場合でも、コンクリート中の遊離アルカリ分で

ある水酸化カルシウムが熱分解し、アルカリ性が減少し中性化する。こ

の反応はコンクリート温度が 500～580℃で生じるものであり、中性化深

さを測定することにより受熱温度の推定が可能になる。 

 

以上の結果から、火害等級は「Ⅱ級」と診断され鉄筋コンクリート構造物の補修・

補強については仕上げの補修でよいものと判断された。 

 

③総合評価 

１次調査と２次調査の結果から、コンクリート部分に影響を及ぼすひび割れ、剥離・

剥落、爆裂、水分逸散は確認されず、コンクリートの強度は設計基準強度以上を有し

ていることから、床に対する仕上げの補修は要するが、躯体の補修は必要なく性能等

への影響は無く健全であると評価した。 

（添付資料－５） 

（３）低圧タービン（Ａ）の健全性確認 

ロータの発電機側動翼への煤の付着が確認されたことから性能等への影響の有無の確

認を行った。 

＜煤等の付着状況＞ 

煤の付着状況を目視確認したところ、すべて除去可能なものであったが付着状況

に応じて３分類し、煤の付着していない部位を Level１、ウエス等で除去可能な煤

が付着している部位を Level２、サンドペーパー等で除去可能な煤が付着している

部位を Level３と分類し、その後ブラスト※３により煤の除去を実施した。 

また、タービンに付着した煤を採取しＥＤＳ分析※４を行った結果、消火剤に含ま

３ 



 

れる金属腐食成分であるＰ（リン）およびＳ（硫黄）が検出された。これらの物質

が狭隘部に残存する可能性があるためスチーム洗浄を実施したのち、ｐＨ測定を行

った結果、中性であることを確認し、また洗浄後の水を採取し成分分析を行った結

果、Ｐ（リン）成分は検出限界未満であり、Ｓ（硫黄）成分は基準値 100ppm に対し

測定値で 0.2ppm と低く、消火剤の影響がないと考えられる。 

※３：金属の粉体などを吹き付けて対象物の表面を研磨する加工法。 

※４：エネルギー分散型Ｘ線分光。電子を照射した際に試料から生じるＸ線を検

出し、試料表面の元素を測定する方法。 

 

＜外観目視点検＞ 

外観目視点検を実施したところいずれの部位にも変形のないことが確認された。

また、 も温度管理の厳しいロウ付け部（600～700℃）の点検でも異常は見られず

火災の影響を受けていなかった。また、動翼の変態点（約 730℃以上）に比べ低い

ことから性能への影響はないと思われる。 

（添付資料－６，７） 
 

タービン表面に熱による影響がなかったことを確認するため以下①②③の調査を

実施した。 

①レプリカ採取・観察 

影響が想定される箇所に対して金属組織の変態の有無を調査するため、レプリカ

法※５による金属組織の転写およびその観察を行った。 

その結果、 も高温にさらされたと思われる Level３部位でも、高温状態になっ

た際に生じるオーステナイトが析出しておらず、Level１部位と同じ一般的なマルテ

ンサイト※６の様相を呈していることを確認した。 

また、ロータに関しても Level３部位の組織は Level１部位と同じベイナイト※７

の様相を呈しており、火災の影響はないことを確認した。 

※５：フィルム状の樹脂を金属面に貼り付け、金属組織を転写させる方法。 

※６：麻の葉状または針状の形態をとる金属組織。 

※７：羽毛状または針状の形態をとる金属組織。 

（添付資料－８） 

②硬度測定 

高温の熱を受けた場合、焼入れの状態となって硬度に変化の生じた可能性がある

ため硬度測定を行った結果、Level３部位の硬さは、219～355HB であり、Level１部

位の硬さ 224～364HB と有意な差が見られないことを確認した。また、動翼フォーク

部損傷事象を受け、動翼の取替えを行った部位※８についても、硬度測定結果は基準

値内であることを確認した。 

※８：柏崎刈羽原子力発電所６号機および７号機において低圧タービン動翼の損

傷事象を確認し、その点検結果を平成 20 年７月 31 日にお知らせした。 

（添付資料－９） 

４ 



 

③磁粉探傷試験（ＭＴ）※９ 

熱の影響により材料表面に欠陥の生じた可能性があるため、Level３部位に対して

磁粉探傷試験を行った結果、欠陥は確認されなかった。 

※９：鉄鋼材料等を磁化し、欠陥部分に生じた磁極による磁粉の付着を利用して

欠陥を検出する非破壊試験方法。 

（添付資料－１０） 

    上記①～③の調査結果から、低圧タービン（Ａ）への熱による影響および化学的

影響は確認されないことから、低圧タービン（Ａ）の性能等への影響は無く健全で

あると評価した。 

 

なお、念のために「振れ計測」を実施しロータのたわみの有無を確認した結果、ロ

ータ中心部での判定基準値 0.101mm に対して、測定値は 大で 0.03mm であり、判定基

準値を下回ることを確認した。 

（添付資料－１１） 

（４）エリア放射線モニタの健全性確認 

覆っていた養生シートが溶けており、火災の熱による影響が懸念されることか

ら、エリア放射線モニタの性能等への影響の有無を確認するため、外観目視点検

（検出器の設置状況、現場ユニット、ケーブル）、検出器の線源校正試験、模擬信

号によるループ校正試験を実施した。 
点検の結果、外観に異常はなく、校正試験の結果も判定基準を満足しており、

調整の必要は無かったことから、エリア放射線モニタの性能等への影響は無く健

全であると評価した。 
 

４．まとめ 

上記３．火災の影響を受けた可能性のある機器の健全性確認結果から、７号機ター

ビン建屋において発生した火災による影響は、交換や補修可能な消火栓等の表示灯や

床塗装の一部に限られ、低圧タービン（Ａ）ロータを含めタービン建屋内の機器の性

能等への影響は無く、健全性は確保されていると評価する。 
 

以 上 
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  添付資料－１ ：火災発生場所図 
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柏崎刈羽原子力発電所 

７号機タービン建屋 

火災発生場所図 

７号機タービン建屋１階 

復水器 
（Ｃ） 

タービン大物 
搬入口シャッター 

Ｐ．Ｎ

復水器 
（B） 

復水器 
（Ａ） 

 

火災発生場所 

  影響を受けた可能性があるエリア 

７号機タービン建屋２階

吹

抜

け 発電機 
低圧 
タービン 
（Ｃ） 

低圧 
タービン 
（Ｂ） 

低圧 
タービン 
（Ａ） 

高圧 
タービン 
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タービン建屋 

火災の影響を受けた 
エリアか？※ 

Ｙes 

本設の設備か？ 
No 

Ｙes 

火災の影響を受けた 
エリアにある機器の 

リスト化 

仮設設備を使用

前に確認する 

Ｙes 

No 

対象外 

機器の目視点検により、 
健全性確認の要否を判断 
要：YES、不要：ＮＯ 

Nｏ 

※：目視で煤の付着状況
等を確認し、火災に
よる影響の有無を
確認 

健全性確認対象 

健全性確認対象機器抽出フロー 

 ８



添付資料－３

健全性確認整理表 

性能等への影響有無と確認方法 

性能 構造・強度 対象機器 
目視による健

全性確認要否

判定結果 
※１ 確認方法 ※１ 確認方法 

消火栓 要 ○ 
警報機能（ブザー） 
放水 

○ 外観目視 

避難誘導灯 要 × － ○ 外観目視 

床面 要 ○ 中性化深さ測定 ○ 
外観目視、圧縮強度

試験 
反発硬度試験 

低圧タービン

(A) 
要 × － ○ 

外観目視、レプリカ

採取・観察、硬度測

定、磁粉探傷試験、 
振れ計測※２ 

エリア放射線モ

ニタ 
要 ○ 

線源校正、ループ校

正 
○ 外観目視 

シャッター※３ 否 × － × － 

壁※３ 否 × － × － 

※１．性能等への影響有無 有：○ 無：× 
※２．今回の火災の影響を評価するものでなく、念のため実施するもの。 
※３・火災発生箇所近傍の壁面について外観点検を行い、異常は確認されなか

った。また、タービン大物搬入口シャッターについては熱による変形や

煤の付着は確認されず、当該シャッター前に敷設する養生シートも熱の

影響を受けていないことを確認した。 

 ９ 
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消火栓の表示灯変形 

避難誘導灯のカバー変形 

低圧タービン（Ａ） 

エリア放射線モニタ 
床 

火災により影響を受けた可能性のある機器 
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火災の発生に伴う建屋コンクリート部への影響評価について 

 
 
建屋コンクリート部の健全性評価は、「原子力施設における建築物の維持管理指

針・同解説：日本建築学会」（以下、維持管理指針と称す）に準拠して実施する。 
維持管理指針では、火災による熱を劣化要因とする主な劣化事象は「強度低下」「ひ

び割れ」「剥離・剥落」「爆裂」「水分逸散」であり、調査を実施し健全性を確認する。

維持管理指針では、火害に対する点検方法や健全性評価の方法は「建物の火害診断及

び補修・補強方法：日本建築学会」（以下、火害指針と称す）に準じて個別に実施す

ることを推奨している。 
火害指針では被災状況を調査し、その結果から火害等級を評価し、補修・補強の基

本方針を定めている。図－1 に火害診断のフローを示す。 
 
 
 

１１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図－1 診断フロー 

 
 
 

図－1 火害診断のフロー 
 
 
 



１次調査では目視により外観上の被害状況を観察し、大まかな火害等級を診断する。

２次調査では１次調査結果を踏まえ、非破壊検査等を実施し火害等級を診断する。火

害指針における、火害等級の状況を表－1 に示す。 
 

表－1 火害等級とその状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また、火害指針より、火害等級と補修・補強の基本を表－2 に示す。 
 

表－2 鉄筋コンクリート構造物の火害等級と補修・補強の基本 
 
 
 
 
 
 
 
 

以 上 
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